
農地転用届出受理処分は、農地所有者に無

断でなされた届出に基づいて行われたもので

違法であるとして、その取消しを求めた事案

において、農地所有者の意思に基づかないで

なされた無効な届出であり、これを受けてな

された受理処分は違法であると判断し、農地

転用届出を受理した処分の取消し請求が認容

された事例（岐阜地裁　平成19年３月７日判

決　ホームページ下級裁主要判決情報）

１　事案の概要

Ｓ市所在の土地（以下「本件農地」という。）

の所有者であるＸの長男Ａは、平成17年７月

６日、Ｓ市農業委員会（以下「Ｙ」という。）

を訪れ、譲受人をＡ、譲渡人をＸとする本件

農地に係る農地法５条１項３号の規定による

農地転用届出書（以下「本件届出書」という。）

と添付書類の提出（以下「本件届出」という。）

を行った。Ｙは、本件届出書の記載内容や添

付書類等についての書類審査を実施し、同年

７月12日、農地転用届出受理処分（以下「本

件受理処分」という。）をして、その３日後、

Ａに対して、農地転用届出受理通知書を交付

した。

Ｘは、平成17年８月５日、Ｙを訪れ、本件

届出はＡがＸに無断で行ったものであるとし

て、本件受理処分の取消しを求めたが、Ｙは、

取消しの申請にはＸおよびＡ両名の申請が必

要であるとして拒絶した。

そのため、Ｘは、農地法５条１項３号の規

定による農地転用届出をするには、農地所有

者である譲渡人と譲受人が連署して届出書を

提出する必要があるが、本件届出書は、Ａが、

譲渡人とされたＸに無断で、Ｘの署名押印を

偽造して作成、提出したものであるから、本

件届出は無効であり、これに基づいてなされ

た本件受理処分は違法であると主張した。

また、本件届出は、譲渡人にとって重要な

権利に関する申請であるところ、本件届出書

の譲渡人および譲受人の署名は、同一人によ

ってなされたことが明らかであり、その上、

本件届出書に記載されたＸの住所は、添付書

類に記載されたＸの住所と異なっているな

ど、書類上明らかに疑わしい事情があったこ

とから、Ｙとしては、本件受理処分に先立っ

てＸの意思確認をすべきであったのに、これ

を行わなかったのであるから、本件受理処分

には手続上の瑕疵があり、違法であるとして、

本件受理処分の取消しを求め提訴した。

これに対し、Ｙは、農地法５条１項３号の

規定による農地転用届出に関する農業委員会

の審査事務は、法律で定められた形式上の要

件を満たしているか否かの形式審査である。

そして本件届出書の譲渡人の氏名欄の記載

は、Ｘの自署でなくとも何ら違法ではない。

また、本件農地の隣地はＸがＡに贈与した土

地であること、Ｘは本件届出書の署名がＡの

偽造としながらも警察に告訴するなどの措置

をとっていないことなどの事実からすれば、

本件届出に先立ち、ＸとＡとの間で本件農地
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を譲渡する合意ができていたとしても不自然

ではなく、Ｘの了解のもとで行われたものと

考えられると主張して争った。

２　判決の要旨

裁判所は次のように判示して、Ｘの請求を

認容した。

� 農地法５条１項３号の規定による農地転

用届出について、同法施行令１条の17は、

「法第５条第１項第３号の届出をしようと

する者は、農林水産省令で定めるところに

より、農林水産省令で定める事項を記載し

た届出書を農業委員会に提出しなければな

らない。」と規定し、これを受けて定めら

れた同法施行規則６条の３は、「令第１条

の17第１項の規定により届出書を提出する

場合には、当事者が連署するものとする。」

と規定している。このことからすれば、上

記農地転用届出は、当事者双方の意思に基

づいてなされる必要があることが当然の前

提とされているものであり、当事者の一方

または双方の意思に基づかないでなされた

届出は、無効な届出であって、これを受け

てなされた当該届出の受理処分は、当然に

違法であると解すべきである。

� これに対し、Ｙは、農地転用届出に関す

る農業委員会の審査事務は形式審査である

から、実質審査を行わなくとも違法ではな

い旨主張するが、審査の方式いかんにかか

わらず、当事者の意思に基づかないでなさ

れた届出は無効であり、これを受理した処

分は瑕疵のある処分であって、当然に違法

なものであると解すべきである。

� 認定事実に基づいて判断するに、本件届

出には関与していない旨のＸ本人の供述は

十分信用できるものであり、本件届出書の

譲渡人欄のＸの署名押印は、Ａによって偽

造されたものであって、本件届出は、Ｘの

意思に基づかないでなされた無効なもので

あると認められる。

� これに対し、Ｙは、諸事由を挙げて、本

件届出はＸの了解のもとで行われたものと

考えられる旨主張するが、これらの事由は

いずれも上記�の認定を覆すに足りるもの

とは認められない。なお、ＡがＸの長男で

あることからすれば、Ｘが刑事罰を与える

ことまでは躊躇したとしてもあながち不自

然ではない。その他上記認定を覆すに足り

る証拠はない。

� 以上の次第であるから、本件届出は無効

であって、これに基づいてなされた本件受

理処分は、その余の点について判断するま

でもなく、違法であるから、その取消しを

求めるＸの請求には理由があるので認容す

ることとする。

３　まとめ

本判決は、農地転用届出は、当事者双方の

意思に基づいてなされる必要があることが当

然の前提とされているものであり、当事者の

一方または双方の意思に基づかないでなされ

た届出は無効な届出であって、これを受けて

なされた当該届出の受理処分は、当然に違法

であると解すべきであると判断し、受理処分

の取消し請求を認めたものである。不動産取

引においては、農地転用以外にも、各種の申

請、届出を必要とするケースが多くあり、本

事例と同様の問題が起こることも考えられ、

実務上参考となる事例である。




